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第 72号議案 大田区興行場に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 対象とする条例 

大田区興行場に関する条例 

 

２ 改正の背景及び理由 

興行場法の改正に伴い、興行場営業の譲渡により営業者の地位を承継した者の届出に

ついて規定するため、条例を改正する。 

 

３ 改正の内容 

新旧対照表（別紙）のとおり 

 

４ 施行日 

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の

一部を改正する法律（令和５年法律第 52号）の施行の日又はこの条例の公布の日のいず

れか遅い日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料 38番 別紙 

大田区興行場に関する条例（昭和 59年条例第 36号）新旧対照表 

新 旧 

○大田区興行場に関する条例 ○大田区興行場に関する条例 

昭和 59年９月 21日 昭和 59年９月 21日 

条例第 36号 条例第 36号 

第１条及び第２条 （略）  第１条及び第２条 （略）  

（営業許可等） （営業許可等） 

第３条 法第２条第１項の規定により、業として興

行場を経営しようとする者は、規則で定める事項

を記載した申請書を提出し、区長の許可を受けな

ければならない。 

第３条 法第２条第１項の規定により、業として興

行場を経営しようとする者は、規則で定める事項

を記載した申請書を提出し、区長の許可を受けな

ければならない。 

２ 区長は、前項の許可をするに当たつては、公衆

衛生上必要な条件を付すことができる。 

２ 区長は、前項の許可をするに当たつては、公衆

衛生上必要な条件を付すことができる。 

３ 法第２条の２第１項の規定に基づき、当該興行

場営業を譲り受け、又は相続、合併若しくは分割

により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、

規則で定める事項を区長に届け出なければなら

ない。 

３ 法第２条の２第１項の規定に基づき、相続、合

併又は分割により営業者の地位を承継した者は、

遅滞なく、規則で定める事項を区長に届け出なけ

ればならない。 

４ 営業者は、第１項の規定による申請書に記載し

た事項若しくは前項の届出事項を変更したとき、

又は興行場の営業を停止し、若しくは廃止したと

きは、速やかに区長に届け出なければならない。 

４ 営業者は、第１項の規定による申請書に記載し

た事項若しくは前項の届出事項を変更したとき、

又は興行場の営業を停止し、若しくは廃止したと

きは、速やかに区長に届け出なければならない。 

第４条から第 15条まで （略）  第４条から第 15条まで （略）  

付 則  

この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継

続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の

一部を改正する法律（令和５年法律第 52 号）の施

行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

から施行する。 

 

 


